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次の三行為について、メディカルコントロール体制が十分に確保された地域において、厚生労働科学研究班が中
心となって、医療関係者と消防関係者が共同で実証研究を行い、救急救命士による実施の有効性、必要性、安全
性、必要となる体制等を分析・評価する。
① 血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与
② 重症喘息患者に対する吸入β 刺激薬の使用
③ 心肺機能停止前の静脈路確保と輸液の実施
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（実証前の取組）
・実証地域の選定基準の策定
・実証地域の選定
・教育内容・体制の検討
・業務プロトコールの作成
・医師の具体的な指示体制の検討
・事後検証体制の検討 等

救急業務高度
化推進検討会

（実証中の取組）
・教育の実施
・医師の具体的な指示
・三行為の実施
・事後検証の実施 等

（実証後の取組）
・実証データの分析・評価（有効性、
必要性、安全性、必要な体制等） 等


